
2025年度 公益財団法人 クジラ育英会 

児童養護施設等を経営する団体への教育助成 募集要項 

 

１．内容 

児童養護施設等を経営する団体や、児童養護施設の児童・青少年に対して、 

教育助成や生活支援を行い、児童養護施設の児童・青少年の健全な育成に関

する事業に対して助成金を支給します。 

 

 ２．対象者 

大阪府・大阪市にある児童養護施設等を経営する団体 

 

３．助成の対象 

児童養護施設に入所し生活する子供達へのプレゼントを対象とする。 

例）クリスマスプレゼント代 

季節行事・レクリエーションに関する費用 

外食の費用 

※使途は上記の通り定めております。 

 

４．助成金額 

１施設あたり３００万円を上限とし、所属する１児童あたり１万円の支給を

目安に各団体への支給額を決定する。 

 

５．支給方法 

助成金額が決定した後、指定の口座に助成金を振り込む。 

 

６．応募方法 

下記書類を当財団事務局まで送付して下さい。 

（※①、②は当財団ホームページのフォーマットをご使用下さい） 

①助成金交付申請書   

②振込先口座情報  

③通帳の写し（支店、口座番号、口座カナの記載がある面） 

 



７．応募期限 

   ２０２５年１１月３０日（日）書類必着 

   

８．選考方法 / 審査基準 

  ３名以上４名以内の児童福祉分野の専門家などで構成される選考委員会が

下記の観点で選考し、最終的に理事会での議決を経て決定します。 

  

   ・活動の内容が当財団の助成目的にあっていること。 

   ・本会からの助成金の使途報告を怠ったことのないこと。 

   ・助成金を不適切に使用したことのないこと。 

  

９．結果通知 

選考結果については、当財団ホームページにおいて公表します。 

これをもって申請者全員への通知とします。申請書類は返却できません。 

また、選考の経緯・決定理由は採択の可否に関わらずお問い合わせには応 

じかねますのであらかじめご了承ください。 

 

１０．助成対象者の義務 

申請事業完了後、1ヶ月以内に使途報告書を提出して下さい。 

 

１１．本助成についてのお問い合わせ・書類送付先 

 

公益財団法人 クジラ育英会 事務局 

〒530-0047 大阪市北区西天満 6丁目 4 番 13-601号 

TEL：080-8412-0634  担当：有園（平日 9 時～18時） 

 

 


